
 

甲佐町農業研修センター（ろくじ館）前 食品用自動販売機設置者募集要項 

 

甲佐町が行う食品用自動販売機設置者（以下「設置者」という。）の募集に参加され

る方は、この募集要項及び別添公募物件説明書の各事項を御承知のうえお申し込みくだ

さい。 

 

１ 公募物件 

  別添公募物件説明書記載のとおり。 

 

２ 応募資格要件 

 次のいずれかに該当する者は、応募することができません。 

（１）当該公募に係る契約を締結する能力を有しない者（未成年者等） 

（２）破産者で復権を得ない者 

（３）次のいずれかに該当する事実があった後、３年を経過していない者 

① 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物品の品質若

しくは数量に関して不正の行為をした者 

② 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の

成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

③ 落札者が契約すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者 

④ 地方自治法第２３４条の２第１項の規定による監督又は検査の実施に当たり

職員の執行を妨げた者 

⑤ 正当な理由がなくて契約をしなかった者 

⑥ ①から⑤までのいずれかに該当する事実があった後、３年を経過しない者を契

約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者 

（４）税金を滞納している者 

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２

条第２号に規定する暴力団（以下、「暴力団」という。）及び同条第６号に規定する

暴力団員（以下、「暴力団員」という。）又はこれらと社会的に非難されるような関

係を有する者 

（６）法人又は法人格を有しない団体にあっては役員（法人登記簿に登載されている者、

法人格を有しない団体にあっては役員として活動している者）が暴力団員又はこれ

らと社会的に非難されるような関係を有する者 

（７）個人の場合は甲佐町に住所を、法人の場合は甲佐町内に本店又は支店若しくは営

業所を有していない者 

 

３ 公募条件等 

（１）貸付料等 

ア 貸付期間 

貸付期間は物件ごとに別添公募物件説明書記載のとおりとし、更新はしません。 

また、町が公用又は公共用に供するため必要が生じたとき、設置者（借受者）

が公募条件のいずれかに違反する行為を行ったとき、その他町が必要と認めると



きは、貸付契約を解除することがあります。 

イ 貸付料 

物件ごとに設置者として決定された者が提示した見積価格（年間分、消費税抜

額）に１００分の１１０を乗じて得た額をもって年額貸付料とします。 

なお、光熱水費相当額は貸付料に含みますので、別途納付する必要はありませ

ん。（屋外設置で電力会社と設置者とが直接契約する場合については、電気料金

は含みません。） 

なお、年額貸付料は、町の発行する納入通知書により、町が指定する期日まで

に全額納入してください。 

ウ その他必要経費 

    食品用自動販売機の設置及び撤去に要する工事費、移転費等の一切の費用は、

設置者の負担とします。 

また、屋外に設置する物件の中には、従前にある食品用自動販売機が撤去され

ると同時に電源自体も撤去される場合があり、この場合の電源工事も設置者の負

担とします。 

また、貸付期間が満了し、又は契約が解除された場合には、速やかに原状回復

することとし、原状回復に要した費用、食品用自動販売機の設置に伴い支出した

費用、有益費その他一切の費用について、町に対して補償請求することはできま

せん。 

（２）管理運営上の遵守事項 

ア 貸付契約書の貸付条件を遵守し、貸付料等を定められた納入期限までに確実に

納めること。 

イ 食品用自動販売機の設置に当たっては、安全対策として、ＪＩＳ規格及び業界

自主基準に準拠した転倒防止措置を講じること。 

ウ 食品衛生について、商品販売に必要な営業許可を受けるとともに、関係法令及

び業界自主基準を遵守し、衛生管理に万全を期すること。 

エ 商品の補充、売上金の回収、釣り銭の補充等は設置者が行うとともに、常に商

品の賞味期限に注意し、適切な在庫・補充管理を行うこと。 

オ 商品の搬入・廃棄物の搬出等を行う時間及び経路については、本町の指示に従

うこと。 

カ 食品用自動販売機の故障、問い合わせ及び苦情等については、設置者の責任に

おいて対応するとともに、食品用自動販売機本体に故障時の連絡先を明記するこ

と。 

キ 食品用自動販売機を設置・運営する権利を第三者に譲渡又は転貸してはならな

いこと。 

ク 販売品目及び販売価格は、物件ごとに別添公募物件説明書記載のとおりとし、

酒類の販売は行わないこと。 

ケ 農林水産物加工商品については、熊本県内で生産又は加工したものを優先的に

取り扱うよう努めること。 

コ 町がポスター類の掲示を依頼する場合には、協力すること。 

サ 町が電気設備の点検等のために停電させる場合には、協力すること。 

（３）その他条件等 



別紙の公募物件説明書により、公募物件ごとに条件を付す場合があるため、申込

者は十分理解して応募すること。 

 

４ 応募申込手続 

（１）申込方法及び申込期間等 

申込みは、郵送又は持参によるものとし、申込先及び申込期限は別添公募物件説

明書記載のとおりとします。 

（２）必要な書類（各１部） 

次の書類を物件番号ごとに提出してください。 

ア 応募申込書 （第１号様式） 

イ 誓約書   （第２号様式） 

ウ 販売品目一覧（第３号様式） 

エ 自動販売機設置申請書（第４号様式） 

オ 設置を希望する食品用自動販売機のカタログ（寸法、消費電力が確認でき

るものでコピー可） 

（３）その他 

電話、ファックス、インターネットによる受付は行いません。 

また、公募の結果については、物件の所在、契約金額、契約者の氏名（法人の場合

は法人名）及び住所、応募金額を公表することがあります。 

 

５ 設置者の決定 

（１）公募物件ごとに提出された応募書類の審査を行い、「２ 応募資格要件」に定め

る資格を全て満たし、販売品目及び販売価格が適当である者を設置候補者とします。 

（２）設置候補者のうち、町が定めた最低貸付料以上の最高価格で応募申込を行った者

を設置者とします。 

なお、最高価格の応募が２者以上ある場合は、くじにより選定します。 

（３）設置者の決定は、概ね申込期限終了後１４日以内を予定しています。 

設置者の決定後、応募者に選定結果を連絡します。 

（４）各応募者の見積価格が町が定めた最低貸付料に達しなかった場合は、希望者から

再度応募申込書を提出していただき、設置者を選定する場合があります。 

 

６ 貸付申請の手続 

設置者に決定された方は別途定める期日までに、次の書類とともに、契約保証金（貸

付契約期間全体の貸付料総額の１００分の１０以上の額）を納付していただきます。 

なお、契約保証金は、貸付料やその他の支払を怠った場合にこれらに充当されます。 

また、契約保証金は契約期間が満了し、契約に基づく義務の履行が完了したことを

確認後、利息を付さずに返還します。 

 

 

（１）貸付申請提出書類 

① 公有財産貸付申請書（町指定様式） 

② 設置場所への食品用自動販売機の配置図 



③ 国、県、市町村税の納税証明書（いずれも発行日から３ヵ月以内、最新年分の

もの） 

   ア 国：税務署 

（未納がないことの証明書）法人：様式 その 3の 3、個人：様式 その 3の 2 

   イ 県：熊本県税事務所、各地域振興局税務課、自動車税事務所 

（未納がないことの証明書）別記第 28号様式（その 6） 

※使用目的は「公有財産貸付申請のため」としてください。 

   ウ 市町村：各市町村税務課 

（未納がないことの証明書）未納がないことの証明書が発行されない市町村の

場合は、納税証明書で未納がないことを確認するものとする。 

④ 証明書類（発行日から３ヵ月以内のもの） 

法人の場合：登録事項証明書（履歴事項全部証明書） 

個人の場合：住民票の写し及び身分証明書（本籍地市町村発行のもの） 

⑤ その他参考となる書類 

 

※ 提出書類は貸付物件ごとに必要です。ただし、上記①②の書類は原本とし、そ

れ以外の書類等は写し可とします。 

 

７ 設置者の決定の取り消し 

次のいずれかに該当する場合は、設置者としての決定を取り消します。 

（１）正当な理由なくして、指定する期日までに貸付の手続に応じなかった場合 

（２）設置者が応募者の資格を失った場合 

（３）貸付契約の義務に違反した場合 

 

８ その他 

（１）取付手続に関する一切の費用については、設置者の負担とします。 

（２）見積書の無効については、甲佐町競争契約入札心得の規定を準用します。 

 

問い合わせ先 

甲佐町役場 総務課庶務係 担当 中島 

〒８６１－４６９６ 

熊本県上益城郡甲佐町大字豊内７１９番地４ 

電 話 ０９６－２３４－１１１１（代表） 

０９６－２３４－１１４０（直通） 内線２２６ 

ＦＡＸ ０９６－２３４－３９６４ 


